
建築主 登録住宅性能評価機関
建築主事

指定確認検査機関
地区計画等の
所轄課・団体

所轄行政庁
（大津市）

長　期　優　良　住　宅　認　定　申　請　の　流　れ

（必要に応じて）
地区計画、建築協定等の
届出、事前協議

災害発生リスクの高い区域
に含まれていないかを確認

建築確認申請

長期使用構造等であるかの
確認の申請

長期優良住宅建築等計
画の認定申請

建築工事工事着手

建築工事完了

認定長期優良住宅建築
等計画に基づく住宅の建
築が完了した旨の報告書
を提出

（計画変更があれば）
第８条による変更認定
申請

審 査

通知書、届出書、事前協
議終了書等の交付

審 査

確認済証の交付

技術的審査

確認書等の交付

長期優良住宅建築等計
画の認定審査

認定通知書の交付

※計画変更による性能評
価機関による確認が必要
な場合は、再度確認を受
け、計画変更の確認書及
び当初の添付図面のうち、
変更のあったものを添付

（法５条３項の場合）

名義変更
※工事中に譲受人
が決定すれば、工事
中に変更

長期優良住宅建築等計画の認定手続

確認済証の写しを添付確認書等、審査を受け
た図書のうち、必要な
ものを添付

長期優良住宅建築等計
画の変更認定審査

通知書、届出書、事前協
議終了書等の写しを添付

※計画変更の申請があれば、
変更後の済証の写しを添付

変更認定通知書の交付

報告書を受理

長期優良住宅建築等計
画の変更認定審査

変更認定通知書の交付

長期優良住宅建築の使用と維持保全の開始

維
持
保
全
計
画
に
基
づ
く
維
持
保
全
（

年
）

※申請日以降に
着工が可能です！

地位の継承によ
る承認申請

承認申請の審査

承認通知書の交付

報告の徴収
（法第１２条）認定長期優良住

宅の建築及び維
持保全の状況に
関する報告書を
提出

取止める旨の
申し出

計画認定の取消し

助言・指導
改善命令

上記確認を登録住宅性能
評価機関で受ける場合

30

※改善命令に
従わない場合

助言・指導

改善命令
（計画に従っていない場合）



＊ 認定申請は建築確認を得なくても申請できますが、建築基準法に係る審査を建築主事が

行なう必要があるため通常の審査期間の他に建築確認審査に要する期間がプラスされます。

＊ 登録住宅性能評価機関による適合証等及び建築確認済証の添付があれば、所管行政庁の

審査のみとなります。

＊ 居住環境への配慮については、事前の届出等を済ませておくことをお勧めします。


